
 

令和 3 年 12 月 6 日 

地 域 行 政 部 

 

地域行政の推進に関する条例の検討状況について 

 

１． 主旨 

地域行政の推進に関する計画の検討状況について報告する。 

 

 

 

２． （仮称）地域行政推進計画（素案）の構成と概要について 

地域行政の推進に関する計画については、（仮称）地域行政推進条例に基づく、地域行政の推

進に関する施策等を進めるうえでの考え方と施策の方向性等を明らかにする基本的な計画としてい

る。素案の作成に向けて、計画の構成と概要をまとめた。 

  ・別紙1：（仮称）世田谷区地域行政推進計画（素案）の構成と概要 

  ・別紙2：（仮称）世田谷区地域行政推進条例（素案（案）） 

 

 

 

３． 素案作成に向けて引き続き検討を進めている主な事項 

・審議会のあり方や地域包括ケアの地区展開について 

・わかりやすい表現の検討 

 

 

 

４． 今後のスケジュール(予定) 

令和３年12 月19 日  区民参加によるワークショップ 

令和４年 ２月  地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会（推進条例素案、

推進計画素案） 

 パブリックコメント、区民意見交換会等 

        ９月 第３回区議会定例会（推進条例案提案、推進計画提示） 

       10 月 推進条例施行、推進計画スタート 
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（仮称）世田谷区地域行政推進計画（素案）の構成と概要 

 

第１ 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

（仮称）地域行政推進条例に基づく、地域行政の推進に関する施策等を進めるうえで

の基本的な考え方と施策の方向性等を明らかにする計画 

３ 他の計画との関連と期間 

この計画は、令和４年１０月から令和５年度末までの計画とする。 

具体的な施策等は、実施計画（未来につながるプラン）や各個別の事業計画等で具

体化を図るが、重点的な取組みについてはこの計画に盛り込む。 

令和 6 年度からの計画は、世田谷区 DX 推進方針や新たな基本計画と整合をとり、連

続性を確保する計画とする。 

第２ これまでの取組みと課題 

１ これまでの取組み 

２ 現状と課題 

第３ 地域行政を推進する基本的な考え方 

１ 区の責務 

２ 基本的な考え方（基本方針） 

第４ 今後の施策の方向性と具体的な取組み 

１ まちづくりセンターの機能の充実・強化 

⑴ まちづくりに係る支援及び総合調整機能の充実 

【取組みの方向性】 

① 地区情報連絡会の強化と定期的な開催 

② 地区アセスメントの拡充・実施 

③ ICT を活用した活動の支援（スマートフォンや SNS 活用講習、オンライン会議

環境の整備） 

④ 活動団体・人材・活動の場・支援制度の紹介、相談の充実 

⑵ 行政サービスの提供機能の充実 

【取組みの方向性】 

① 映像システムの整備による手続・相談のワンストップサービスの実施 

② ICT に不慣れな方などへの手続き案内・操作支援 

③ 問合せ対応力の強化のための施策、事業情報の共有化のための仕組みづくり 

⑶ 広報広聴機能の充実 

【取組みの方向性】 

① SNS やデジタルサイネージを活用した各地区の情報発信の実施 

② 各地区でのオンラインを活用したワークショップや意見交換会等の開催 

③ 転入者への地区情報の提供 

別紙１ 
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⑷ 地域包括ケアの地区展開の充実 

【取組みの方向性】 

① オンラインでの相談・手続きの実施 

② 児童館を加えた４者連携による相談の充実と社会資源開発 

⑸ まちづくりセンターの体制強化 

【取組みの方向性】 

① 役割に応じた体制強化と一定の業務経験や専門的な知識を持つ職員の配置 

② NPO などによる地区まちづくりアドバイザー制度の創設 

 

２ 総合支所の機能の充実・強化 

⑴ 行政サービスの専門性の充実 

【取組みの方向性】 

① 相談事例の把握、本庁所管との連携によるスキルの向上、経験の共有 

② まちづくりセンター等の窓口のデジタル化に対応した体制の整備 

⑵ まちづくりセンター支援の充実 

【取組みの方向性】 

① 総合支所職員による地区担当制の導入 

② 職員の経験、知識を活かす地区まちづくり支援制度の改善 

⑶ 相互連携の形成支援機能等の充実 

【取組みの方向性】 

① 多様な団体による地域交流会の開催 

⑷ 地区課題解決に向けた措置 

【取組みの方向性】 

① 地域課題を取り上げるタウンミーティングの開催 

② 地域経営計画の策定と区民と共有する取組み 

 

３ 地域行政制度の充実強化のためのその他の措置 

⑴ 地域特性に即した計画の策定等 

【取組みの方向性】 

① 地域経営計画から、総合計画等の策定、施策の実施につなげる仕組みづくり 

⑵ 職員の育成 

【取組みの方向性】 

① コーディネート機能、広報広聴機能の充実に向けた人材育成の実施 

⑶ 情報システム等の環境の整備 

【取組みの方向性】 

① まちづくりセンターと総合支所や本庁等をつなぐ映像システムの導入 

② 施策や事業を見える化する、業務支援システムの導入 

③ インターネット接続環境の整備 
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第５ 地域行政審議会 

 

第６ 計画の推進に向けて 

１ 進行管理 

⑴ 区民参加による進捗管理の仕組みづくり 

⑵ 進捗状況の管理・共有 

２ 今後の検討課題 

※ 次期計画策定にあたっての検討課題を記載 

 

資料編→自治政策研究所と連携して作成 

・現状を示す各種データ（人口、町会加入率等） 
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地区・地域の課題を解決するための仕組み 

 
施策の方向性 

取組みの方向性 

課題の把握・共有 解決に向けた取組み 

まちづくり

センター 

○多様な主体に対する人材の育

成、活動の場の確保、情報の

発信等に関する支援を充実強

化する。 

○多様な主体を相互につなぎ、地

区の状況や課題を共有し、解

決に向け調整する。 

○多様な主体との対話を図り、地

区における多様な意見を把握す

る。 

○ 地域包括ケアの地区展開に

よる福祉の相談窓口、地区の

社会資源開発・協働の充実強

化を図る。 

  

総合 

支所 

○地域の区民等・多様な主体の

相互連携を促進するため、広域

的な活動や人材に関する情報、

所管する業務の専門性を活かし

た支援を行う。 

○多様な区民参加の機会を設

け、課題解決に取り組む。また、

本庁と協議する仕組みを設け

る。 

  

本庁 ○地域行政制度の意義及び目的

を踏まえ、地域特性に即した計

画・施策となるような方策を実

施する。 

地域経営計画等から総合計画等の策定・施策の実施につなげる 

 

●多様な団体による地域交流会の開催 

砧地域のご近所フォーラムや地域の絆連携活性化事業交流会のような

地域内で活動する多様な団体等が相互に連携・協力する会の開催 

●タウンミーティングの開催 

地域課題を取り上げて区民の意見を聴くタウンミーティングの開催 

●地域経営計画の策定 

まちづくりセンターとの意見交換の場を設

け、総合支所が取り組むべき課題の集約

と優先順位付けをした地域経営の計画の

策定、計画遂行に必要な予算の配分 

●地域経営計画を共有する仕組みづくり 

地域経営計画を区の総合的な計画へ

反映させる仕組みづくり 

●地区情報連絡会の強化と定期的な開催 

従来の参加者に加え、児童館や学校、地区で活動する NPO、事業

者など多様な関係者の参加 

●地区アセスメントの拡充・実施 

地区アセスメントの対象を地域コミュニティ活動、防災、子育てなど区

民生活全般に拡大し、地区の困りごとや課題の整理、地区における解

決への取組み方針のまとめ、地区の現状・課題の見える化と区民との共

有 

●各地区でのオンラインを活用したワークショップや意見交換会等の開催 

地区の魅力や課題などの身近なテーマを話し合うオンラインを活用した

ワークショップや意見交換会、まちづくり学習会等の開催 

●ICT を活用した活動の支援（スマートフォンや SNS活用講習、オンライン

会議環境の整備） 

高齢者を中心としたスマートフォン操作等の支援プログラムや町会・自

治会等、地区で活動する団体向けの講習会等の実施・支援 

オンライン会議が実施できるデジタル環境の整備、活動団体の会議の

開催支援 

●活動団体・人材・活動の場・支援制度の

紹介、相談の充実 

地区で活動する団体や人材の紹介、活

動の場や活動支援制度の相談など、新た

な活動支援のコーディネート 

●４者連携による相談の充実と社会資源

開発 

児童館の地区展開に合わせ、児童館を

加えた４者が連携した相談対応の体制づ

くり、地区の課題は地区で解決するための

社会資源の開発 

参考資料１ 
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行政サービスの提供機能 

 
施策の方向性 取組みの方向性 

 
情報システム等の環境の整備 

まちづくりセンター ○区民の様々な困りごと

についての相談に応

じ、必要な情報の提

供、助言、関係所管

への引継等を行う。 

○ICT を活用し、窓口サ

ービスの利便性の向上

を図る。 

〇ICT等の多様な手段を

用いて、区民等・多様

な主体に地区の情報

を発信し、また、区民

等・多様な主体との情

報共有を図る。 

 

●映像システムの整備によるワンストップサービスの実施 

本庁や総合支所の担当所管や委託先の相談窓口と映像システム等

でつながる仕組みを整備し、手続き・相談がワンストップで行える窓口サー

ビスのモデル実施 

検証・評価を加えて全地区実施 

●ICT に不慣れな方などへの支援 

今後拡大する電子申請に関する案内やスマートフォンなどの操作支援 

●問合せ対応力の強化のための仕組みづくり 

施策や事業情報を集積し、直ぐに取り出せる情報共有の仕組みの整

備 

●SNS やデジタルサイネージを活用した各地区の情報発信の実施 

SNS を活用した、より広い世代に、地域活動の様子や行政情報のタイ

ムリーに発信 

デジタルサイネージを所内に設置し、来所される方へより伝わりやすい情

報提供 

●転入者への地区情報の提供 

転入者への地区の魅力やイベント、行政施設、相談窓口案内などの

迅速な提供 

  

地域行政制度の充実強化に必要な情

報システムと情報通信ネットワークを整備

する。 

 

【取組みの方向性】 

●映像システムの導入 

まちづくりセンター・総合支所・本庁等

をつなぐ映像システムを整備する。 

●業務支援システムの導入 

施策や事業等の情報の共有する仕

組みやAIを活用した窓口業務・相談業

務支援システムの整備 

●インターネット接続環境の整備 

まちづくりセンターのインターネット接続

環境の整備 

 

総合支所 ○地域特性を踏まえ、行

政サービスを区民に総

合的に提供する拠点

として、その専門性の

強化を図る。 

○情報通信技術を活用

し、総合的に提供する

行政サービス等の利便

性の向上を図る。 

 

●行政サービスの専門性の充実 

相談事例の把握、本庁所管との連携によるスキルの向上、経験の共

有 

●総合支所の体制整備 

まちづくりセンター等の窓口のデジタル化に対応した体制の整備 

 

 

 

参考資料２ 
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（仮称）世田谷区地域行政推進条例（素案（案）） 

世田谷区では、昭和５３年の基本構想を起点とし、“打てば響くまちづくり”を目指

して、区の制度・組織の変革について検討を開始した。 

約１３年間にわたる検討と準備期間を経て、平成３年に、都市としての一体性を保

ちながら、住民自治の実をあげるため、区内を適正な地域に区分して地域の行政拠点

を設置し、これを中核として総合的な行政サービスやまちづくりを実施するしくみと

して、地域行政制度を導入し、地域に総合支所を、地区に出張所を設置し、本庁との

3層制のもとに区政運営を開始した。 

区は、保健福祉や街づくりに関する事業の地域展開を行うとともに、身近なまちづ

くり活動や地区防災力の向上、車座集会等での区民との対話などに取り組み、地域の

実情に応じた行政サービスの提供と区民主体のまちづくり活動の支援を進めてきた。

また、地域包括ケアの地区展開の全地区実施により、身近な地区における相談支援体

制を整備し、支え合う地域社会づくりに向けた取組みを進めている。 

しかし、高齢化の進展や単身世帯の増加など世帯構成の変化、気候変動による災害

の多発化などに伴い地域での支え合いの重要性が高まる一方で、働き方の変化や新型

コロナウイルス感染症の拡大、デジタル技術の急速な発展など、地域社会においては、

多様な価値観により人と人との関わり方も変化している。 

地域コミュニティの価値があらためて見直される中で、防災や防犯、介護、子育て

など多岐にわたる地域課題を解決するために、区は、地域コミュニティの多様な主体

とともに、将来に向けて参加と協働を土台とした共創による地域づくりを一層進展さ

せければならない。 

このような状況を踏まえ、区政運営の基盤とする地域行政制度の充実強化を図るた

めに、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、区政運営の基盤とする地域行政制度の充実強化について必要な

事項を定めることで、地域特性に即した行政を総合的に推進するとともに、地区に

おけるまちづくりを強化し、もって、住民自治の充実と地域社会の発展に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

別紙２ 
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 区民 区内に住所を有する者をいう。 

⑵ 区民等 区民及び区内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内に

存する学校に在学する者をいう。 

⑶ 多様な主体 町会・自治会（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０

条の２第１項に規定する地縁による団体をいう。）、商店街、学校、特定非営利活

動法人、事業者その他の地域社会でまちづくりに取り組む団体をいう。 

⑷ まちづくり 社会的課題の解決を図り、より暮らしやすいまちをつくるための

取組みをいう。 

⑸ まちづくりセンター 世田谷出張所設置条例（昭和４０年３月世田谷区条例第

２号）第１条のまちづくりセンターをいう。 

⑹ 地区 世田谷出張所設置条例別表第２に規定するまちづくりセンターの所管区

域をいう。 

⑺ 総合支所 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例（平成２年１１月世田谷

区条例第４６号）第１条の支所をいう。 

⑻ 本庁 区の執行機関のうち、まちづくりセンター及び総合支所を除くものをい

う。 

（区の責務） 

第３条 区は、地域行政制度の意義や目的を踏まえ、全ての区民が必要とする行政サ

ービスを利用し、又は、受けることができる環境、執行体制等の整備に努めなけれ

ばならない。 

２ 区民等及び多様な主体が主体的にまちづくりに取り組むことができるよう、区は、

必要な支援の拡充に努めなければならない。 

３ 区民が区政に関する意見を述べ、区政へ参加が図られるよう、区は、環境の整備

に努めなければならない。 

第２章 地域行政制度の充実強化 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第４条 地域行政制度の充実強化は、区民に最も身近な行政機関であるまちづくりセ
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ンターの機能を充実し、及び強化することを主眼として進められなければならない。 

２ 地域行政制度の充実強化に当たっては、区民の身近にある行政拠点である総合支

所の行政サービスを総合的に提供する機能及びまちづくりセンターの支援を強化す

ることを重視して進められなければならない。 

３ 地域行政制度の充実強化に当たっては、まちづくりセンター及び総合支所が集約

した区民意見を区政運営に反映する仕組みの強化が進められなければならない。 

４ 地域行政制度の充実強化に当たっては、行政のデジタル化が推進され、区民の利

便性の向上及び区民参加の増進が図られなければならない。 

第２節 まちづくりセンターの機能の充実強化 

（まちづくりセンターの機能の充実） 

第５条 まちづくりセンターの機能の充実強化は、次に掲げる事項を重点とする。 

⑴ 地区におけるまちづくりに係る支援及び総合調整機能 

⑵ 地区における行政サービスの提供機能 

⑶ 地区における広報広聴機能 

⑷ 地域包括ケアの地区展開に係る機能 

（まちづくりに係る支援及び総合調整機能の充実） 

第６条 まちづくりセンターは、区民等及び多様な主体に対する人材の育成、活動の

場の確保、情報の発信等に関する一層の支援に努めるものとする。 

２ まちづくりセンターは、区民等及び多様な主体との協働を一層進めるため、区民

等及び多様な主体を相互につなぎ、地区の状況や課題を区民等及び多様な主体と共

有し、解決に結びつけるまちづくりの支援・交流の機会づくりを進めるものとする。 

（行政サービスの提供機能の充実） 

第７条 まちづくりセンターは、区民の様々な困りごとについての相談に応じ、必要

な情報の提供、助言、関係所管への引継その他の必要な支援を行うものとする。 

２ まちづくりセンターは、情報通信技術を活用し、その提供する窓口サービスの利

便性の向上を図るものとする。 

（広報広聴機能の充実） 

第８条 まちづくりセンターは、情報通信技術等の多様な手段を用いて、区民等及び

多様な主体に地区の情報を発信し、並びに区民等及び多様な主体との情報の共有に

努めるものとする。 
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２ まちづくりセンターは、区民等及び多様な主体との対話を図り、地区における多

様な意見を把握し、まちづくりの促進に努めるものとする。 

（地域包括ケアの地区展開の充実） 

第９条 まちづくりセンターは、地域包括ケアの地区展開による福祉の相談窓口、地

区の社会資源（まちづくりに必要な人材、場所、情報、資金、技術等をいう。）の開

発並びに協働を充実し、強化を図るものとする。 

（まちづくりセンターの体制強化） 

第１０条 区長は、前４条に規定するまちづくりセンターの機能の充実強化のために、

人員の配置、応援体制の整備、専門的な知見を有する者の派遣その他のまちづくり

センターの体制を強化する措置を講じなければならない。 

第３節 総合支所の機能の充実強化 

（総合支所の機能の充実） 

第１１条 総合支所の機能の充実強化は、次に掲げる事項を重点とする。 

⑴ 区民の身近において総合的に提供する行政サービスに係る専門性 

⑵ まちづくりセンターを支援する機能 

⑶ 所管区域内の区民等及び多様な主体を相互につなぐ支援並びに区民参加の機会

づくりの機能 

⑷ 地区からの課題や提案を受け止め、解決に結びつける機能 

（行政サービスの専門性の充実） 

第１２条 総合支所は、地域特性を踏まえ、行政サービスを区民に総合的に提供する

拠点として、その専門性の強化を図るものとする。 

２ 総合支所は、情報通信技術を活用し、総合的に提供する行政サービス等の利便性

の向上を図るものとする。 

（まちづくりセンター支援の充実） 

第１３条 総合支所長は、地区におけるまちづくり支援を充実強化するため、当該総

合支所に属する職員とまちづくりセンター職員との連絡、相談等を行う体制を整備

しなければならない。 

（相互連携の形成支援機能等の充実） 

第１４条 総合支所は、地域の区民等及び多様な主体の相互連携を促進するため、広

域的な活動及び人材に関する情報並びに所管する業務の専門性を活かした支援に努
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めるものとする。 

（地区課題解決に向けた措置） 

第１５条 総合支所は、多様な区民参加の機会を設け、区民の意見と課題を把握し、

その解決に取り組むとともに、課題解決に向けた本庁との協議その他の必要な措置

を講じるよう努めるものとする。 

第４節 その他の措置 

（地域特性に即した計画の策定等） 

第１６条 本庁は、区政運営に係る計画を策定し、又は施策を立案しようとするとき

は、地域行政制度の意義及び目的を踏まえ、地域特性に即した計画又は施策となる

よう、必要な措置を講じるものとする。 

（職員の育成） 

第１７条 区長は、地域行政制度の充実強化に必要な職員の育成に努めなければなら

ない。 

２ 区長は、前項に規定する職員を育成するため、研修の実施、民間事業者との人事

交流その他の必要な措置を講じなければならない。 

（情報システム等の環境の整備） 

第１８条 区長は、地域行政制度の充実強化に必要な情報システム及び情報通信ネッ

トワークを整備しなければならない。 

第３章 地域行政推進計画 

（地域行政推進計画） 

第１９条 区長は、地域行政の推進に関する施策についての基本的な計画（以下「地

域行政推進計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 区長は、地域行政推進計画の策定に当たっては、世田谷区地域行政審議会の意見

を聴かなければならない。 

３ 区長は、地域行政推進計画に基づく地域行政の推進に関する施策の実施状況を取

りまとめ、毎年、公表しなければならない。 

第４章 世田谷区地域行政審議会 

（地域行政審議会） 

第２０条 地域行政を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するた

め、区長の附属機関として世田谷区地域行政審議会（以下「審議会」という。）を設
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置する。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。 

⑴ 地域行政推進計画に関すること。 

⑵ 地域行政の推進に係る施策の進捗及び評価に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

３ 審議会は、区民、多様な主体の構成員及び学識経験者のうちから、区長が委嘱す

る委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げないこととする。ただし、補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

５ 専門的事項を調査審議するため又は調査審議を効率的に行うため、審議会に、部

会を置くことができる。 

第５章 雑則 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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